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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

中間連結会計期間
第11期

中間連結会計期間
第10期

会計期間
自2024年11月１日
至2025年４月30日

自2025年11月１日
至2026年４月30日

自2024年11月１日
至2025年10月31日

売上収益 （千円） 3,343,900 3,560,651 6,647,361

税引前中間利益又は税引前利益 （千円） 847,423 649,964 1,415,248

親会社の所有者に帰属する中間（当

期）利益
（千円） 602,869 428,779 1,023,632

親会社の所有者に帰属する中間（当

期）包括利益
（千円） 602,872 428,779 1,023,635

親会社の所有者に帰属する持分 （千円） 2,703,320 2,831,194 3,134,153

総資産額 （千円） 4,517,257 4,492,088 4,833,389

基本的１株当たり中間（当期）利益 （円） 82.81 60.01 140.51

希薄化後１株当たり中間（当期）利

益
（円） 82.18 59.60 139.14

親会社所有者帰属持分比率 （％） 59.84 63.03 64.84

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 704,650 299,490 1,339,147

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △45,869 19,689 △49,742

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △299,477 △822,460 △419,718

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
（千円） 1,955,775 1,962,876 2,466,157

　（注）１．当社は要約中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．上記指標は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）により作成された要約中間連結財務諸表及び連結財務

諸表に基づいております。

３．第10期中間連結会計期間よりHR事業のうち株式会社ヒトタス（以下、ヒトタス）が営む人材派遣事業を非継

続事業に分類しており、第10期中間連結会計期間及び第10期における売上収益及び税引前中間利益又は税引

前利益の金額については、非継続事業を除いた継続事業の金額を記載しております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

　なお、当中間連結会計期間より、報告セグメントを従来の「メディア事業」、「HR事業」、「保険事業」の３事業

区分から、「リーガルメディア事業」、「リーガルアライアンス事業」、「リーガルプロテクト事業」、「HR事業」

の４事業区分に変更しております。したがって前中間連結会計期間の数値につきましては、変更後のセグメント区分

に組み替えて比較分析を行っております。４事業区分の各概要につきまして、詳細は、「第４　経理の状況　１　要

約中間連結財務諸表　要約中間連結財務諸表注記　５．セグメント情報」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(１）経営成績の分析

当中間連結会計期間（2025年11月１日～2026年４月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や個人消
費の持ち直しを背景に、緩やかな回復基調が見られました。一方で、物価上昇や株価・為替の変動など経済環境に影
響のある状況は続いており、引き続き先行き不透明な状況となっております。
当社グループを取り巻くインターネット広告市場におきましては、2025年のインターネット広告費は４兆459億円
（前年比10.8％増加）となり、総広告費に占める構成比は50.2％と初めて過半数に達するなど、引き続き成長基調で
推移しております（出所：株式会社電通「2025年日本の広告費」）。
このような事業環境のもと、当社グループは、弁護士ポータルサイト「ベンナビ」シリーズを中心とするリーガル
メディア事業を中核に、弁護士以外を顧客とする派生メディアを運営するリーガルアライアンス事業、弁護士費用保
険及び法人・個人事業主向けのオールインワンのリーガルテックサービス「LegalBase」を提供するリーガルプロテ
クト事業、並びに弁護士・公認会計士といった士業人材や管理部門人材を対象とする人材紹介サービスを提供するHR
事業を展開しております。当社は、リーガルメディア事業を中核とし、関連領域へと展開する事業循環モデルの構築
を進めており、各事業が相互に連携することで、持続的な成長と収益基盤の強化に取り組んでおります。
なお、当社は、2026年３月12日に公表した「成長戦略と株主還元」における事業ポートフォリオの再定義を踏ま
え、報告セグメントを従来の「メディア事業」「HR事業」「保険事業」の３区分から、「リーガルメディア事業」
「リーガルアライアンス事業」「リーガルプロテクト事業」「HR事業」の４区分へ変更いたしました。当該セグメン
トの変更は2026年６月12日開催の取締役会において決議しており、当中間連結会計期間より、当該再定義に基づく新
たな４区分によりセグメント情報を記載しております。前年同期比較につきましても、新区分に組み替えた数値によ
り記載しております。
当中間連結会計期間においては、リーガルアライアンス事業を中心に売上収益が伸長した一方、リーガルアライア
ンス事業における売上拡大に伴う広告媒体費の増加、リーガルプロテクト事業における販売体制構築及び認知度向上
施策、並びにAIを活用した高効率な成長モデルへの転換に向けた新規領域への投資を継続したこと等により、各段階
利益は前年同期を下回りました。これらの投資は、既存のリーガルメディア事業の収益性向上に加え、リーガルプロ
テクト事業及びリーガルアライアンス事業との連携を通じた将来の成長機会の拡大を目的とするものであります。
以上の結果、国際会計基準（IFRS）に準拠した当中間連結会計期間の業績は、売上収益は3,560,651千円（前年同
期比6.5％増）、営業利益は651,476千円（同23.4％減）、税引前中間利益は649,964千円（同23.3％減）、継続事業
からの中間利益は414,698千円（同25.1％減）、親会社の所有者に帰属する中間利益は428,779千円（同28.9％減）と
なりました。
なお、当社は、2025年４月30日に株式会社ヒトタス（以下「ヒトタス」といいます。）の全株式を同社代表取締役
の鈴木輝氏（以下「鈴木氏」といいます。）に譲渡しました。これにより、HR事業のうちヒトタスが営む人材派遣事
業は非継続事業に分類され、前中間連結会計期間における売上収益、営業利益及び税引前中間利益については、非継
続事業を除いた継続事業の金額を記載しております。
また、セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。売上収益は、セグメント間取引の相殺消去後の数値で
あります。
 

［リーガルメディア事業］

リーガルメディア事業においては、弁護士ポータルサイト「ベンナビ」シリーズを中核に、新規顧客の開拓に加え
て、１顧客当たりの収益を高めるための契約条件の見直し及び解約率の引下げに取り組んでまいりました。一方、前
期に拡大した高単価商品の売上収益が前年同期比で減少したことが、売上収益全体の伸びを抑制する要因となりまし
た。このような状況のもと、高単価商品の需要動向によって業績が大きく左右されることのないよう、コア事業であ
る通常の弁護士広告掲載サービスの収益性の強化に注力してまいりました。
以上の結果、リーガルメディア事業のセグメント別経営成績につきましては、売上収益は1,670,591千円（前年同
期比8.0％減）、セグメント利益は698,272千円（同7.0％減）となりました。
 

［リーガルアライアンス事業］

リーガルアライアンス事業においては、企業の採用意欲の高まりが継続していることに加え、積極的な広告出稿等
により、転職メディア「キャリズム」を中心に案件獲得が堅調に推移しました。特に転職領域においては、広告運用
を通じた集客拡大により売上収益が伸長し、当中間連結会計期間における全社売上収益の増加を牽引しました。
一方、インターネット広告市場の拡大に伴う広告費の高止まりや、売上拡大に連動した広告媒体費の増加により、
利益面では前年同期を下回りました。今後は、広告投資の効率性を管理しながら、AI活用によるユーザーニーズの抽
出及び送客精度の向上を通じて、収益性の改善とLTVの最大化に取り組んでまいります。
以上の結果、リーガルアライアンス事業のセグメント別経営成績につきましては、売上収益は1,658,570千円（前
年同期比26.8％増）、セグメント利益は257,376千円（同17.5％減）となりました。
 

［リーガルプロテクト事業］

リーガルプロテクト事業においては、株式会社アシロ少額短期保険が引受・販売する弁護士費用保険「bonobo（ボ
ノボ）」について、2025年７月の本格販売の開始以降、販売チャネルの拡充及び認知度向上に向けた施策に取り組ん
でまいりました。また、当社グループの独自サービスとして開発を進めてまいりました法人・個人事業主向けのオー
ルインワンのリーガルテックサービス「LegalBase」につきましては、2026年２月に販売を開始いたしました。
当中間連結会計期間においては、両サービスの販売基盤の確立及び中長期的な収益基盤の構築に向けた先行投資を
継続的に実施しております。リーガルプロテクト事業は、将来の有料ユーザーの育成及び当社グループの経済圏への
囲い込みを担う領域であり、リーガルメディア事業及びリーガルアライアンス事業との連携を通じて、将来の成長機
会を拡大してまいります。
以上の結果、リーガルプロテクト事業の売上収益は37,108千円（前年同期比4.1％増）、セグメント損失は84,894
千円（前年同期は47,512千円のセグメント損失）となりました。
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［HR事業］

HR事業においては、弁護士・公認会計士等の士業人材及び管理部門人材を対象とする人材紹介サービスにおい
て、前期に引き続き効率性を重視した事業運営により、売上収益の拡大及び収益性の確保に取り組んでまいりまし
た。登録から面談、面談から成約に至るファネルの安定化を進めるとともに、求職者獲得コストの管理及び職種別
のマッチング精度向上に注力しております。
以上の結果、HR事業の売上収益は194,382千円（前年同期比4.9％増）、セグメント利益は61,284千円（同1.9％
減）となりました。

なお、前述のとおりヒトタスが営む人材派遣事業は非継続事業に分類されており、前中間連結会計期間における

売上収益及びセグメント利益の金額については、非継続事業を除いた継続事業の金額を記載しております。

 

(２）財政状態の分析

①資産

当中間連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ283,825千円減少し3,050,946千円となりました。
これは主に売上債権及びその他の債権が217,131千円増加した一方、現金及び現金同等物が503,281千円減少したこ
とによります。また、当中間連結会計期間末の非流動資産は、前連結会計年度末に比べ57,476千円減少し
1,441,142千円となりました。

以上の結果、当中間連結会計期間末における資産合計は、4,492,088千円となりました。

 

②負債

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ62,375千円減少し1,630,929千円となりました。

これは主に、仕入債務及びその他の債務が203,346千円増加した一方、未払法人所得税が109,317千円、社債及び借

入金が63,641千円、リース負債が41,114千円減少したことによります。

 

③資本

当中間連結会計期間末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ278,926千円減少し2,861,159千円となりま

した。これは主に、親会社の所有者に帰属する中間利益428,779千円の計上により利益剰余金が増加した一方、自

己株式の取得等により自己株式（資本からの控除）が415,977千円増加し、剰余金の配当により利益剰余金が

307,636千円減少したことによります。
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(３）キャッシュ・フローの分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ503,281千円減少し、1,962,876

千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは299,490千円の資金流入（前年同期は704,650千円の資金流入）となりまし

た。これは主に、税引前中間利益649,964千円の計上、仕入債務及びその他の債務の増加201,383千円による増加要

因があった一方、法人所得税の支払額343,887千円、売上債権及びその他の債権の増加217,131千円による減少要因

があったことによります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは19,689千円の資金流入（前年同期は45,869千円の資金流出）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出14,216千円があった一方、貸付金の回収による収入33,963千円が

あったことによります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは822,460千円の資金流出（前年同期は299,477千円の資金流出）となりまし

た。これは主に、自己株式の取得による支出430,256千円、配当金の支払による支出306,748千円、リース負債の返

済による支出54,869千円、社債の償還による支出35,000千円、長期借入金の返済による支出29,572千円があったこ

とによります。

 

(４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

会計上の見積り及び仮定については、「第４　経理の状況　１　要約中間連結財務諸表　要約中間連結財務諸表

注記　４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しております。

 

(５）経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

 

(６）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

 

(７）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(８）主要な設備

　該当事項はありません。

 

 

３【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2026年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（2026年６月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,418,568 7,422,568
東京証券取引所

（グロース）

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であり、単元株式数

は100株でありま

す。

計 7,418,568 7,422,568 － －

（注）提出日現在発行数には、2026年６月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年11月１日～

2026年４月30日
38,000 7,418,568 24,028 634,584 24,028 119,670

（注）発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
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（５）【大株主の状況】

  2026年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

BEAUFORT HOUSE, EXETER, EX4 4EP,

UNITED KINGDOM

（東京都港区港南２丁目15番１号　品川

インターシティＡ棟）

2,316,600 32.75

中山　博登 東京都杉並区 1,877,145 26.54

大東特殊電線株式会社 静岡県浜松市中央区浅田町349番地１ 350,000 4.95

SG/UCITS V/INV

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店）

SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD

HAUSSMANN PARIS, FRANCE

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

306,500 4.33

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８番12号 102,000 1.44

伊熊　譲 静岡県浜松市中央区 100,000 1.41

山本　雄太 東京都杉並区 95,673 1.35

INTERACTIVE BROKERS LLC

（常任代理人　インタラクティブ・

ブローカーズ証券株式会社）

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,

CONNECTICUT 06830, U.S.A.

（東京都千代田区霞が関３丁目２番５

号）

70,273 0.99

宮崎　淳平 東京都港区 60,000 0.85

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON

BRANCH EQ CO

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀

行）

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH,

SWITZERLAND 8098

（東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号）

57,200 0.81

計 － 5,335,391 75.43

（注）１．当社は自己株式344,881株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

　　　２．所有株式数の割合は、発行済株式総数7,418,568株から自己株式344,881株を控除した7,073,687株を分母とし

て算定しております。

　　　３．2026年３月26日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書（報告義務発生日：2026年３月18日）において、ア

セット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが2026年３月18日現在で以下の株券等を保有している旨が記

載されておりますが、当社として当中間連結会計期間末日現在における同社の実質所有株式数の確認ができな

いため、上記「大株主の状況」は2026年４月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。なお、当該変更

報告書の内容は次のとおりであります。

 

氏名又は名称 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

住所 英国ロンドン市、キャベンディッシュ スクエア２

保有株券等の数 2,599,900株

保有割合（※） 36.75％

※保有割合については2026年４月30日現在の発行済株式総数から議決権を有しない自己株式を控除した数を分母と

して計算しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 344,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,068,600 70,686

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 5,168 － －

発行済株式総数  7,418,568 － －

総株主の議決権  － 70,686 －

 

②【自己株式等】

    2026年４月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アシロ
東京都新宿区西新宿

六丁目３番１号
344,800 － 344,800 4.65

計 － 344,800 － 344,800 4.65

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．要約中間連結財務諸表の作成方法について

(1）当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令

第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。）第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に

準拠して作成しております。

　　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則

第１編及び第５編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

(2）要約中間連結財務諸表の金額については、千円未満を四捨五入して表示しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年11月１日から2026年４月

30日まで）に係る要約中間連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１【要約中間連結財務諸表】

（１）【要約中間連結財政状態計算書】

   （単位：千円）

 注記
前連結会計年度
(2025年10月31日)

当中間連結会計期間
(2026年４月30日)

資産       

流動資産    

現金及び現金同等物  2,466,157 1,962,876

売上債権及びその他の債権  820,222 1,037,353

その他の流動資産     43,328 50,716

その他の金融資産 10 5,063 -

流動資産合計     3,334,771 3,050,946

非流動資産    

有形固定資産  46,227 45,679

使用権資産  61,079 36,938

のれん  1,138,725 1,138,725

無形資産     12,183 10,485

その他の金融資産 10 147,692 123,444

繰延税金資産  85,762 85,762

その他の非流動資産  6,950 109

非流動資産合計  1,498,618 1,441,142

資産合計  4,833,389 4,492,088
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   （単位：千円）

 注記
前連結会計年度
(2025年10月31日)

当中間連結会計期間
(2026年４月30日)

負債及び資本    

負債    

流動負債    

仕入債務及びその他の債務  565,374 768,720

社債及び借入金 10 125,780 127,802

保険契約負債     74,201 87,859

未払法人所得税  343,908 234,591

リース負債  80,967 29,902

その他の金融負債     63,625 69,964

その他の流動負債     220,927 149,281

流動負債合計  1,474,782 1,468,119

非流動負債       

社債及び借入金 10 217,628 151,965

リース負債     894 10,845

非流動負債合計  218,522 162,810

負債合計  1,693,304 1,630,929

資本    

資本金  610,556 634,584

資本剰余金  694,990 663,289

利益剰余金  1,888,950 2,010,093

自己株式  △62,043 △478,020

その他の資本の構成要素  1,698 1,247

親会社の所有者に帰属する持分合計  3,134,153 2,831,194

非支配持分  5,932 29,965

資本合計  3,140,085 2,861,159

負債及び資本合計  4,833,389 4,492,088
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（２）【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】

【要約中間連結損益計算書】

   （単位：千円）

 注記
 前中間連結会計期間
(自　2024年11月１日
　至　2025年４月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年11月１日
　至　2026年４月30日)

継続事業    

売上収益 ５，８ 3,343,900 3,560,651

売上原価  1,943,473 2,287,074

売上総利益  1,400,427 1,273,577

販売費及び一般管理費  555,737 626,263

その他の収益  6,719 4,421

その他の費用  471 259

営業利益 ５ 850,939 651,476

金融収益  795 2,856

金融費用  4,310 4,369

税引前中間利益  847,423 649,964

法人所得税費用  294,123 235,265

継続事業からの中間利益  553,300 414,698

非継続事業    

非継続事業からの中間利益 11 39,944 -

中間利益  593,244 414,698

    

中間利益の帰属    

親会社の所有者  602,869 428,779

非支配持分（△損失）  △9,625 △14,081

中間利益  593,244 414,698

    

１株当たり中間利益    

基本的１株当たり中間利益（円） ９   

継続事業  77.33 60.01

非継続事業  5.49 -

合計  82.81 60.01

希薄化後１株当たり中間利益（円） ９   

継続事業  76.73 59.60

非継続事業  5.44 -

合計  82.18 59.60
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【要約中間連結包括利益計算書】

   （単位：千円）

  
 前中間連結会計期間
(自　2024年11月１日
　至　2025年４月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年11月１日
　至　2026年４月30日)

中間利益  593,244 414,698

その他の包括利益    

純損益に振り替えられる可能性のある

項目
   

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正

価値に係る純変動の有効部分
 4 -

純損益に振り替えられる可能性のある

項目合計
 4 -

その他の包括利益合計  4 -

中間包括利益  593,248 414,698

    

中間包括利益の帰属    

親会社の所有者  602,872 428,779

非支配持分（△損失）  △9,625 △14,081

中間包括利益  593,248 414,698
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（３）【要約中間連結持分変動計算書】

前中間連結会計期間(自 2024年11月１日　至 2025年４月30日)

      （単位：千円）

  親会社の所有者に帰属する持分

  

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

その他の資本の
構成要素

 
注

記

新株
予約権

2024年11月１日

時点の残高
 610,556 870,381 865,319 △70,333 1,211

中間利益  - - 602,869 - -

その他の包括利益  - - - - -

中間包括利益合計  - - 602,869 - -

譲渡制限付株式報酬  - 7,759 - - -

自己株式の処分  - △8,290 - 8,290 -

剰余金の配当 ７ - △175,978 - - -

連結子会社の増資に伴

う持分の変動
 - △8,463 - - -

所有者との

取引額等合計
 - △184,973 - 8,290 -

2025年４月30日

時点の残高
 610,556 685,408 1,468,188 △62,043 1,211

 

   （単位：千円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
  その他の資本の構成要素

親会社の所有者
に帰属する持分 

注

記

キャッシュ
・フロー・
ヘッジ

合計

2024年11月１日

時点の残高
 △4 1,207 2,277,131 18,920 2,296,051

中間利益  - - 602,869 △9,625 593,244

その他の包括利益  4 4 4 - 4

中間包括利益合計  4 4 602,872 △9,625 593,248

譲渡制限付株式報酬  - - 7,759 - 7,759

自己株式の処分  - - - - -

剰余金の配当 ７ - - △175,978 - △175,978

連結子会社の増資に伴

う持分の変動
 - - △8,463 19,865 11,401

所有者との

取引額等合計
 - - △176,683 19,865 △156,818

2025年４月30日

時点の残高
 - 1,211 2,703,320 29,160 2,732,480
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当中間連結会計期間(自 2025年11月１日　至 2026年４月30日)

      （単位：千円）

  親会社の所有者に帰属する持分

  

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

その他の資本の
構成要素

 
注

記

新株
予約権

2025年11月１日

時点の残高
 610,556 694,990 1,888,950 △62,043 1,698

中間利益  - - 428,779 - -

中間包括利益合計  - - 428,779 - -

譲渡制限付株式報酬  - △2,420 - - -

自己株式の取得  - △1,576 - △427,984 -

自己株式の処分  - - - 12,007 -

剰余金の配当 ７ - - △307,636 - -

新株予約権の行使  24,028 10,398 - - △441

新株予約権の失効  - 10 - - △10

連結子会社の増資に伴

う持分の変動
 - △38,113 - - -

所有者との

取引額等合計
 24,028 △31,701 △307,636 △415,977 △451

2026年４月30日

時点の残高
 634,584 663,289 2,010,093 △478,020 1,247

 

  （単位：千円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
  その他の資本の

構成要素 親会社の所有者
に帰属する持分

 
注

記
合計

2025年11月１日

時点の残高
 1,698 3,134,153 5,932 3,140,085

中間利益  - 428,779 △14,081 414,698

中間包括利益合計  - 428,779 △14,081 414,698

譲渡制限付株式報酬  - △2,420 - △2,420

自己株式の取得  - △429,560 - △429,560

自己株式の処分  - 12,007 - 12,007

剰余金の配当 ７ - △307,636 - △307,636

新株予約権の行使  △441 33,985 - 33,985

新株予約権の失効  △10 - - -

連結子会社の増資に伴

う持分の変動
 - △38,113 38,113 -

所有者との

取引額等合計
 △451 △731,737 38,113 △693,624

2026年４月30日

時点の残高
 1,247 2,831,194 29,965 2,861,159
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（４）【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

   （単位：千円）

 注記
 前中間連結会計期間
(自　2024年11月１日
　至　2025年４月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年11月１日
　至　2026年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間利益  847,423 649,964

非継続事業からの税引前中間利益 11 24,721 -

減価償却費及び償却費  78,717 56,522

固定資産除却損  271 259

関係会社株式売却益  △16,883 -

金融収益  △822 △2,856

金融費用  4,310 4,369

売上債権及びその他の債権の増減額(△

は増加)
 △198,342 △217,131

その他の流動資産の増減額(△は増加)  △4,653 △10,107

仕入債務及びその他の債務の増減額(△

は減少)
 126,580 201,383

保険契約負債の増減額(△は減少)  3,301 13,658

その他の流動負債の増減額(△は減少)  11,372 △72,534

その他の金融負債の増減額(△は減少)  161 6,329

株式報酬費用  7,759 9,587

その他  446 3,797

小計  884,361 643,240

利息の受取額  701 2,453

利息の支払額  △3,074 △2,316

法人所得税の支払額  △177,338 △343,887

営業活動によるキャッシュ・フロー  704,650 299,490

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △1,689 △14,216

無形資産の取得による支出  △14,400 △461

敷金及び保証金の差入による支出  △907 △374

敷金及び保証金の回収による収入  376 777

貸付けによる支出  △43,963 -

貸付金の回収による収入  - 33,963

子会社の売却による収入  14,715 -

投資活動によるキャッシュ・フロー  △45,869 19,689

財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入  - 33,985

非支配持分からの払込による収入  11,401 -

配当金の支払いによる支出 ７ △175,592 △306,748

長期借入金の返済による支出  △48,838 △29,572

社債の償還による支出 ６ △35,000 △35,000

リース負債の返済による支出  △51,207 △54,869

自己株式の取得による支出  - △430,256

その他  △240 -

財務活動によるキャッシュ・フロー  △299,477 △822,460

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  359,304 △503,281

現金及び現金同等物の期首残高  1,596,471 2,466,157

現金及び現金同等物の中間期末残高  1,955,775 1,962,876
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【要約中間連結財務諸表注記】

１．報告企業

株式会社アシロ（以下、「当社」という。）は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は

東京都新宿区に所在しております。当社グループの2026年４月30日に終了する中間連結会計期間の要約中間連結

財務諸表は、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。

2009年11月27日に設立された同名の別会社である株式会社アシロ（以下、「旧　株式会社アシロ」という。）

は、2012年８月よりリーガルメディア事業を開始致しました。その後、J-STAR二号投資事業有限責任組合等の

ファンドによる出資受け入れのための受け皿会社として、2016年４月18日に設立された株式会社ASIROが、同年

５月２日に旧　株式会社アシロの株式を取得して子会社化したうえで、同年10月31日に吸収合併したことで事業

を全面的に継承すると同時に、株式会社アシロに商号変更して現在に至っております。なお、要約中間連結財務

諸表に計上されているのれん1,138,725千円は、当該株式取得及び吸収合併に伴い、計上したものであり、IFRS

に移行するまでの間は償却を行いました。

当社グループの事業内容は、リーガルメディア事業、リーガルアライアンス事業、リーガルプロテクト事業、

HR事業であります。各事業の内容については注記「５．セグメント情報」に記載しております。

 

 

２．作成の基礎

(1）国際会計基準に準拠している旨

当社グループの要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

51年大蔵省令第28号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312

条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

本要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結

会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

本要約中間連結財務諸表は、2026年６月12日の取締役会によって承認されております。

 

(2）測定の基礎

当社グループの要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作

成しています。

 

(3）機能通貨及び表示通貨

当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を

四捨五入して表示しております。

 

 

３．重要性がある会計方針

　当社グループの要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る連結

財務諸表において適用した会計方針と同一であります。

　なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
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４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

要約中間連結財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び

見積りは、要約中間連結財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えており

ます。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影

響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。

本要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前連結会計年度の連結財務諸表と同

様であります。

 

 

５．セグメント情報

(1）報告セグメントの概要

当社グループの事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループのセグメント情報については、従来「メディア事業」、「HR事業」、「保険事業」の３つを報

告セグメントとしておりましたが、2026年３月12日に公表した「成長戦略と株主還元」における事業ポート

フォリオの再定義を踏まえ、当中間連結会計期間より従来の「メディア事業」を「リーガルメディア事業」と

「リーガルアライアンス事業」に区分し、「保険事業」を「リーガルプロテクト事業」に名称を変更する事

で、「リーガルメディア事業」、「リーガルアライアンス事業」、「リーガルプロテクト事業」、「HR事業」

の４事業区分に変更しております。

「リーガルメディア事業」は、「ベンナビシリーズ」を中心としたメディアを運営し、「リーガルアライア

ンス事業」は転職メディア「キャリズム」等の運営を行っております。

「リーガルプロテクト事業」は、弁護士費用保険の販売等を行っております。

「HR事業」は、厚生労働大臣の許可を受けて、職業安定法に基づく有料職業紹介事業を行っております。

 

なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載して

おります。
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(2）報告セグメントに関する情報

当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。なお、報告セグメントの利

益は、営業利益ベースの数値であります。

 

前中間連結会計期間（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）

      （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）

連結
 

リーガル
メディア
事業

リーガルア
ライアンス
事業

リーガルプ
ロテクト事

業
HR事業 計

売上収益        

外部収益 1,815,274 1,307,716 35,641 185,268 3,343,900 - 3,343,900

セグメント間収益 882 - - 1,500 2,382 △2,382 -

合計 1,816,156 1,307,716 35,641 186,768 3,346,282 △2,382 3,343,900

セグメント利益又は損

失（損失は△）
751,128 312,008 △47,512 62,502 1,078,126 △227,187 850,939

金融収益 - - - - - - 795

金融費用 - - - - - - 4,310

税引前中間利益 - - - - - - 847,423

（注）セグメント利益の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

 

当中間連結会計期間（自　2025年11月１日　至　2026年４月30日）

      （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）

連結
 

リーガル
メディア
事業

リーガルア
ライアンス
事業

リーガルプ
ロテクト事

業
HR事業 計

売上収益        

外部収益 1,670,591 1,658,570 37,108 194,382 3,560,651 - 3,560,651

セグメント間収益 918 - - 1,440 2,358 △2,358 -

合計 1,671,509 1,658,570 37,108 195,822 3,563,009 △2,358 3,560,651

セグメント利益又は損

失（損失は△）
698,272 257,376 △84,894 61,284 932,038 △280,562 651,476

金融収益 - - - - - - 2,856

金融費用 - - - - - - 4,369

税引前中間利益 - - - - - - 649,964

（注）セグメント利益の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
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６．社債及び借入金

前中間連結会計期間（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）

　前中間連結会計期間において償還した社債は、以下のとおりであります。

銘柄
㈱アシロ　第１回無担保社債

(㈱りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)

㈱アシロ　第２回期限前条項付無担保社債

(㈱みずほ銀行保証付および適格機関投資家限定)

償還総額 25,000千円 10,000千円

利率 0.36％（固定金利） ６ヶ月円TIBOR（変動金利）

償還方法 ６ヶ月毎の定時償還

６ヶ月毎の定時償還

ただし、当社の選択で発行日から１年後応当日以

降の各利払日に限り、期限前償還することが可能

 

当中間連結会計期間（自　2025年11月１日　至　2026年４月30日）

　当中間連結会計期間において償還した社債は、以下のとおりであります。

銘柄
㈱アシロ　第１回無担保社債

(㈱りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)

㈱アシロ　第２回期限前条項付無担保社債

(㈱みずほ銀行保証付および適格機関投資家限定)

償還総額 25,000千円 10,000千円

利率 0.36％（固定金利） ６ヶ月円TIBOR（変動金利）

償還方法 ６ヶ月毎の定時償還

６ヶ月毎の定時償還

ただし、当社の選択で発行日から１年後応当日以

降の各利払日に限り、期限前償還することが可能
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７．配当金

前中間連結会計期間（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）

（１）配当金支払額

決議日 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年12月23日
取締役会

普通株式 175,978 24.18 2024年10月31日 2025年１月14日 資本剰余金

 

（２）基準日が前中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前中間連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　2025年11月１日　至　2026年４月30日）

（１）配当金支払額

決議日 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年12月22日
取締役会

普通株式 307,636 42.20 2025年10月31日 2026年１月13日 利益剰余金

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後

となるもの

決議日 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2026年６月12日
取締役会

普通株式 169,768 24.00 2026年４月30日 2026年７月13日 利益剰余金
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８．売上収益

収益の分解

当社グループは、リーガル事業を構成する３つの事業分野（リーガルメディア事業、リーガルアライアンス

事業、リーガルプロテクト事業）及びHR事業の４つの事業を基本にして組織が構成されており、当社の取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としていることから、こ

れら４つの事業を報告セグメントとしております。

なお、当社グループは、2026年３月12日に公表した「成長戦略と株主還元」における事業ポートフォリオの

再定義及びKPI等の見直しを踏まえ、当中間連結会計期間よりセグメント区分を変更しており、前中間連結会

計期間については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。セグメント 区分の変更につ

いては、「５．セグメント情報（１）報告セグメントの概要」に記載しております。

 

これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。

 

（１）顧客との契約及びその他の源泉から認識した収益

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年11月１日

至　2026年４月30日）

顧客との契約から認識した収益 3,308,259 3,523,543

その他の源泉から認識した収益 35,641 37,108

合計 3,343,900 3,560,651

（注）その他の源泉から認識した収益は、主にIFRS第17号に基づく保険料収入であります。

 

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年11月１日

至　2026年４月30日）

顧客との契約から認識した収益   

リーガルメディア事業 1,815,274 1,670,591

リーガルアライアンス事業 1,307,716 1,658,570

HR事業 185,268 194,382

小計 3,308,259 3,523,543

その他の源泉から認識した収益   

リーガルプロテクト事業 35,641 37,108

小計 35,641 37,108

合計 3,343,900 3,560,651

（注）１．セグメント間取引については相殺消去し、外部顧客への売上収益を表示しております。

　　　２．その他の源泉から認識した収益は、主にIFRS第17号に基づく保険料収入であります。
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① リーガルメディア事業

リーガルメディア事業の主な報酬体系としては、顧客である弁護士からサイト内での広告枠を掲載するこ

との対価として、有料広告の掲載枠数に月額定額の掲載枠単価を乗じた広告収入を得ております。この場

合、顧客との契約に基づく期間にわたり当社サイトに広告掲載をする義務を負っており、当該契約期間にわ

たって広告掲載を行うことで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、履行義務の充足後、対価

に対する権利が無条件となった後、概ね１ヶ月以内に支払を受けております。

 

② リーガルアライアンス事業

リーガルアライアンス事業の主な報酬体系としては、顧客である企業等の広告枠をサイト内に掲載し、

ユーザーからの問合せ数に応じて広告収入を得ております。この場合、顧客との契約に基づいて当社サイト

に広告掲載を行い、顧客とユーザーのマッチングに寄与する義務を負っており、契約に定める一定の要件を

満たした問合せがユーザーから顧客へあった時点で履行義務を充足したと認識し、月毎の問合せ数に応じて

収益を認識しております。また、履行義務の充足後、対価に対する権利が無条件となった後、概ね２ヶ月以

内に支払を受けております。

 

③ HR事業

HR事業の主な報酬体系としては、有料人材紹介については採用を希望する顧客に対して求める人材要件を

整理して候補者を紹介し、紹介した候補者の入社をもって顧客から紹介手数料を得ております。

有料人材紹介は、個々の採用の成立に関するサービスの提供を行う義務を負っており、候補者が実際に入

社した時点で履行義務を充足したと認識し、同時点で収益を認識しています。なお、紹介者が契約に定める

一定の保証期間内に退職する場合には、対価の一部を顧客に返金することが定められていることから、将来

予測される返金については、収益を減額しております。当該見積りは、統計データ等より退職率を算出して

行っており、収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。

 

④ リーガルプロテクト事業

リーガルプロテクト事業の収益は、主に株式会社アシロ少額短期保険が引受・販売する弁護士費用保険に

係る保険料収入であり、IFRS第17号「保険契約」に基づき認識しております。このため、当該収益は上記

「顧客との契約から認識した収益」（IFRS第15号）には含まれておりません。
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９．１株当たり利益

 
前中間連結会計期間
（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

親会社の所有者に帰属する中間利益（千円） 602,869 428,779

　継続事業 562,925 428,779

　非継続事業 39,944 -

希薄化に伴う中間利益調整額（千円） － -

希薄化後１株当たり中間利益の計算に使用する

中間利益（千円）
602,869 428,779

　継続事業 562,925 428,779

　非継続事業 39,944 -

加重平均普通株式数（株） 7,279,915 7,145,136

新株予約権による増加（株） 56,165 49,154

希薄化後普通株式の期中平均株式数（株） 7,336,080 7,194,290

基本的１株当たり中間利益（円） 82.81 60.01

　継続事業 77.33 60.01

　非継続事業 5.49 -

希薄化後１株当たり中間利益（円） 82.18 59.60

　継続事業 76.73 59.60

　非継続事業 5.44 -

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり中間利

益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－

第５回新株予約権

新株予約権の数 4,678個

（普通株式　467,800

株）
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10．金融商品の公正価値

金融商品の公正価値

金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを以下のように分類しております。

レベル１：企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場

価格

レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察

可能なインプットを使用して算出された公正価値

レベル３：資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の末日において認識しております。

 

(1）公正価値で測定される金融商品

各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品は保有しておりません。

 

(2）公正価値で測定されない金融商品

各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額

は以下のとおりであります。

なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこ

の表には含まれておりません。

（単位：千円）

 前連結会計年度

（2025年10月31日）

当中間連結会計期間

（2026年４月30日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

資産     

償却原価で測定する金融資産     

敷金及び保証金（レベル２） 120,997 120,015 120,716 120,126

貸付金（レベル３） 25,280 33,963 - -

負債     

償却原価で測定する金融負債     

社債及び借入金（レベル２） 343,408 338,400 279,768 276,217

（公正価値の算定方法）

・敷金及び保証金

敷金及び保証金の公正価値については、その将来キャッシュ・フローを安全性の高い長期の債券の利回

りで割引いた現在価値により算定しております。

 

・貸付金

貸付金の公正価値については、満期までの期間や貸付先の信用リスクを加味した利率で将来予測される

キャッシュ・フローを割引いた現在価値により算定しております。なお、見積りには不確実性を伴うた

め、重大な観察可能でないインプットの変動により公正価値が増減するなどの影響があります。

 

・社債及び借入金

社債及び借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを新規に同様の社債発行又は借入契約

を実行した場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

 

　※財務制限条項

　前連結会計年度（2025年10月31日）

前連結会計年度における長期借入金72,219千円、１年内返済予定の長期借入金20,636千円について

は、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく連結の財務諸表を基礎として算出される以下

の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、期限の利益を失う

こととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。

 

　①各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの連結の貸借対照表における資本合計の金額（但し自

己株式を除く。2023年６月30日付の追加約定書に関する変更契約証書の締結後に行った自己株式の消

却については、消却を行わなかったときと同様に計算する）を前年同期比75％以上維持すること。
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　②各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結の損益計算書に示される営業損益を二期連続で損失と

しないこと。

　③各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結のレバレッジ・レシオ（ネット有利子負債の合計金額

（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年以内返済予定の長期借入金、１年以内償還予定の社

債、同新株予約権付社債（転換社債を含む）、長期借入金、社債、新株予約権付社債（転換社債を含

む）及び受取手形割引高（電子記録債権割引高を含む）の合計金額から現預金の金額を減算した金

額）をEBITDA（営業損益と減価償却費及びのれんの償却費の合計金額）で除した金額）を３倍以内に

維持すること。

 

　当中間連結会計期間（2026年４月30日）

当中間連結会計期間末における長期借入金61,901千円、１年内返済予定の長期借入金20,636千円につ

いては、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく連結の財務諸表を基礎として算出される

以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、期限の利益を

失うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。

 

　①各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの連結の貸借対照表における資本合計の金額（但し自

己株式を除く。2023年６月30日付の追加約定書に関する変更契約証書の締結後に行った自己株式の消

却については、消却を行わなかったときと同様に計算する）を前年同期比75％以上維持すること。

　②各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結の損益計算書に示される営業損益を二期連続で損失と

しないこと。

　③各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結のレバレッジ・レシオ（ネット有利子負債の合計金額

（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年以内返済予定の長期借入金、１年以内償還予定の社

債、同新株予約権付社債（転換社債を含む）、長期借入金、社債、新株予約権付社債（転換社債を含

む）及び受取手形割引高（電子記録債権割引高を含む）の合計金額から現預金の金額を減算した金

額）をEBITDA（営業損益と減価償却費及びのれんの償却費の合計金額）で除した金額）を３倍以内に

維持すること。

 

 

11．非継続事業

(1）非継続事業の概要

　当社は、2025年４月25日開催の取締役会において、ヒトタスの全株式を鈴木氏に譲渡すること、並びに鈴木氏

に対してヒトタスの株式取得資金の一部を当社より貸付けることを決議し、2025年４月30日にヒトタスの全株式

を鈴木氏に譲渡しました。これにより、前中間連結会計期間より、HR事業のうちヒトタスが営む人材派遣事業を

非継続事業に分類しております。

 

(2）非継続事業の損益

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年11月１日

 至 2025年４月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年11月１日

 至 2026年４月30日)

非継続事業   

　収益（注） 107,980 -

　費用 83,260 -

非継続事業からの税引前中間利益 24,721 -

　法人所得税費用（注） △15,223 -

非継続事業からの中間利益 39,944 -

（注）前中間連結会計期間における非継続事業の収益には、ヒトタス株式の売却益16,883千円及びこれに係る

法人所得税費用△17,855千円が含まれております。

 

(3）非継続事業のキャッシュ・フロー

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年11月１日

 至 2025年４月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年11月１日

 至 2026年４月30日)

非継続事業のキャッシュ・フロー   
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 前中間連結会計期間

(自 2024年11月１日

 至 2025年４月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年11月１日

 至 2026年４月30日)

　営業活動によるキャッシュ・フロー 6,260 -

　投資活動によるキャッシュ・フロー △6,159 -

　財務活動によるキャッシュ・フロー △30,030 -

非継続事業のキャッシュ・フロー純額 △29,930 -

 

 

12．後発事象

　該当事項はありません。
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２【その他】

（期末配当）

　2025年12月22日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額　　　307,636千円

（ロ）１株当たりの金額　　　42.20円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　2026年１月13日

　　（注）2025年10月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

 

（中間配当）

　2026年６月12日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額　　　169,768千円

（ロ）１株当たりの金額　　　24.00円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　2026年７月13日

　　（注）2026年４月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

 2026年６月12日

株式会社アシロ

 取締役会　御中 

 

 太陽有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 中　野　秀　俊

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 岩　﨑　　　悟

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アシロ

の2025年11月１日から2026年10月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年11月１日から2026年４月30日ま

で）に係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包

括利益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び要約中間連結財務諸表注記に

ついて期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社アシロ及び連

結子会社の2026年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ

れる規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

要約中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財務諸表

の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約中

間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー

報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・　要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる

事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどう

かを評価する。

・　要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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